
佐野警察署

旗川駐在所だより ２４－０１１０
旗川駐在所

11月号 ２３－３７３７

令和６年11月１日に改正道路交通法が施行になり、自転車運
転中のながらスマホや酒気帯び運転の罰則が整備・強化され
ます！！交通ルールを改めて確認し、自転車違反の防止に努
めましょう！！

栃木県警察では、安全安心な生活を送るための
情報を携帯電話などにメールで配信しています。
右記のＱＲコードから登録できます。

旗川


